
佐 中 広 給 第 ６ ３ ９ 号 

令 和 ５ 年 １ 月 １ ８ 日 

 

各指定居宅介護支援事業所 管理者 様 

 

佐賀中部広域連合長 坂井 英隆  

（公 印 省 略）  

 

支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画書の届出について（通知） 

 

日頃より、介護保険業務の運営に関し、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、令和３年９月２２日付け厚生労働省通知「居宅介護支援事業所単位で抽出するケ

アプラン検証等について（周知）」において、より利用者の意向や状態像に合った訪問介

護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資すること及びサービス付き高齢者

向け住宅等における適正なサービス提供の確保を目的に、令和３年１０月１日以降、区分

支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等の

居宅サービス計画を点検・検証することとされています。 

つきましては、該当する居宅サービス計画について、本連合から届出依頼を受けた事業

所におかれましては、必要書類をご提出ください。また、届け出いただいた居宅サービス

計画については、ケアプラン点検等の対象とする場合がありますので、その際はご協力を

お願いいたします。 

 

記 

 

１. 届出の対象となる居宅サービス計画 

 令和３年１０月１日以降に作成又は変更された居宅サービス計画のうち、以下の要件に

該当し、かつ本連合から届出依頼があった場合、２の届出書類をご提出ください。 

（１）居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証 

 ・区分支給限度基準額の利用割合が７割以上 

  かつ その利用サービスの６割以上が「訪問介護サービス」 

 

（２）高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検 

 ・区分支給限度基準額の利用割合が７割以上 

  かつ 利用サービス種類とその利用割合が一定以上（種類・割合は連合で指定） 

 

２．届出書類（以下の書類の写し。両面印刷可。） 

①支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画の届出書 

②アセスメント表（基本情報を含む） 

③居宅サービス計画書 （第１表から第７表） 

※ 居宅サービス計画書は、利用者の同意のあるもの。 



※ サービス利用票（第６表・第７表）は、予定のみの記載で可。 

④個別サービス計画書 

 

◆ホームページ 

佐賀中部広域連合ホームページ【http://www.chubu.saga.saga.jp/】 

＞介護保険＞事業者・医療機関の方へ＞制度改正等のお知らせ 

＞支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画書の届出について 

 

３．届出先及び届出方法 

本連合給付課指導係にお持ちいただくか、郵送でご提出ください。 

 

４．提出期限 

届出依頼をする際に、提示します。 

 

５．その他 

・提出していただいた居宅サービス計画書等については、内容により、本連合が実施して

いる「プラン検討会議」又は「ケアプラン点検」にて検証を行います。その場合、担当

介護支援専門員として会議にご出席いただきますので、ご協力をお願いいたします。 

・給付実績により届出が必要と確認した場合等には、届出を求めることがあります。 

 

６.問い合わせ及び提出先 

〒840-0826 佐賀市白山二丁目１番１２号  

佐賀中部広域連合 給付課指導係 

Tel:0952-40-1131 Fax:0952-40-1165 

 


